
厚生労働大臣指定試験機関・指定登録機関

公益財団法人　社会福祉振興・試験センター

介護福祉士「変更登録の手引」
＜経過措置登録者に係る届出用＞

　平成29年度から令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業し、経過措置による
介護福祉士登録を受けた方が、次の届出事由が生じたときの手続きをご案内する
ものです。届出に係る手数料は必要ありません。
　「登録証に記載された氏名等の変更」、「登録証の紛失」、「住所の変更」等の手続き
が生じた場合は、「変更の手引き」（黄色の冊子）をご使用ください。

●　  経過措置登録について 
（Ｑ＆Ａ、新規登録後の選択肢と手続き） ➡ 1～2ページ

●　届出事由

➡ 3～5ページ

　下記理由による休業が生じた場合

・産前産後休業
・育児休業
・育児休業に後続する休業
・介護休業
・介護休業に後続する休業
・業務災害による休業
・通勤災害による休業
・激甚災害・災害救助法適用災害による休業
・倒産・解雇等による休業
・その他やむを得ない理由による休業

　５年間介護等の業務に従事した場合

・資格登録有効期限の解除 ➡ 6～19ページ

　資格登録有効期限までに試験に合格せず、かつ５年間介護等の業務に
従事しなかった場合

・介護福祉士登録の失効
➡ 20ページ

●　資格登録有効期限（変更）通知書等の再発行 ➡ 21ページ

●　関係法令等 ➡ 24～29ページ
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はじめに
介護福祉士の資格は、「社会福祉士及び介護福祉士法」（昭和62年法律第30号）による国家資格です。
公益財団法人社会福祉振興・試験センター（以下「試験センター」といいます）は、厚生労働大臣の指定
を受けた指定登録機関として、登録事項等に変更が生じた場合（経過措置登録者に係る届出を含む）は、 
厚生労働大臣に代わって介護福祉士資格の変更登録等の事務を行っています。

経過措置登録に係るQ＆A
Ｑ１：経過措置により登録した介護福祉士と、国家試験合格により登録した介護福祉士に違いはありますか。
Ａ１：５年の間（資格登録有効期限内）は、介護福祉士であることに変わりありません。

Ｑ２：経過措置登録者の登録証と、国家試験合格者の登録証の記載に違いはありますか。
Ａ２：登録番号の下（登録資格要件に該当した年月）の記載が異なりますが、それ以外の記載は同じです。

Ｑ３：国家試験に合格した場合は、登録番号の下（登録資格要件に該当した年月）の記載は変わりますか。
Ａ３  ：国家試験に合格しても、登録証の記載は変更されません（新規登録の手引＜経過措置対象者用＞10ペー
ジ（２）参照）。

Ｑ４  ：国家試験に合格または５年間介護等の業務に従事した介護福祉士であることは、勤務先等にどのよう
に証明すればよいですか。

Ａ４  ：国家試験合格または「５年間の介護等業務従事届」及び「介護等業務従事証明書」を提出した場合に
試験センターから送付される「資格登録有効期限解除通知書」と、お手元の「介護福祉士登録証」に 
より証明してください。

Ｑ５：国家試験を受験したいのですが、どうすればよいですか。
Ａ５  ：受験申し込み手続きについては、例年６月下旬頃から、試験センターホームページ等でご案内して 
おります。試験センターホームページ等から「受験の手引」を請求してください。

Ｑ６  ：法律では「介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の４月１日から従事」とありますが、「従事」
とは、実際に介護等の業務に従事した日のことですか。

Ａ６：実際に介護等の業務に従事した日ではなく、入職日、採用日等のことを指します。

Ｑ７  ：法律では「５年経過日までの間継続して介護等の業務に従事」とありますが、「５年経過日までの間
継続して」とは、退職した場合、合算して５年あればよいですか。

Ａ７  ：退職日の翌日から新たな介護等の業務に従事していれば合算できます。しかし、退職後から新たな 
介護等の業務に従事するまでの間が１日でも空いている場合は、合算できません。

Ｑ８  ：退職した場合、介護福祉士の登録は取り消されますか。
Ａ８：退職をしても、５年の間は介護福祉士です。

Ｑ９  ：国家試験に合格せず、かつ５年間介護等の業務に従事しなかった場合、登録証はどうなりますか。
Ａ９  ：登録の効力が失われますので、試験センターへ「資格登録失効届」を提出し、登録証を返納してください。
失効したにもかかわらず介護福祉士の名称を使用し続けた場合は、罰則の適用を受けることとなります
（法第53条第３号）。

Ｑ10：登録の失効後に受験して合格すると、介護福祉士の登録はできますか。
Ａ10：国家試験合格者として登録申請を行うことで、介護福祉士の登録ができます。
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● 新規登録後の選択肢と手続き

R５.３月 養成施設卒業後
介護福祉士登録

 
 
 

改正法附則第６条の２
第２項により資格登録
有効期限はR10.３月31日

R10.４月１日以後も介護福祉士
登録は有効となり、
・ 資格登録有効期限解除通知書
を試験センターから送付

R10.４月１日付で介護福祉士
登録は消除となり、
・資格登録消除通知書
を試験センターから送付

R10.４月14日までに
① 「資格登録失効届」 
（別添様式）
②登録証
を試験センターに提出

R10.４月14日までに
① ５年間の介護等業務従事届 
（別添様式）
② 介護等業務従事証明書 
（別添様式）
を試験センターに提出

R５.４月１日～R10.３月31日まで
継続して介護等の業務に
従事しなかった場合

（20ページ参照）

＜改正法附則第６条の２第２項＞

R５.４月１日～R10.３月31日まで
継続して介護等の業務に

従事した場合

（６～19ページ参照）

＜改正法附則第６条の３＞

①合格証書
② 資格登録有効期限解除通知書 
を試験センターから送付

R10.４月１日以後も介護福祉士 
登録は有効となります。  

R６.３月～R10.３月
（第36回～第40回）
介護福祉士試験：合格

R６.３月～R10.３月
（第36回～第40回）
介護福祉士試験：不合格
介護福祉士試験：受験なし

（注）１  　育児休業等した方の資格登録有効期限は、届出により当該休業期間分（最大５年間）の延期となります 
（３ページ参照）。

　　 ２  　育児休業等により資格登録有効期限を変更した方は、第40回介護福祉士試験以降であっても、延期
後の資格登録有効期限前の試験に合格することにより、資格登録有効期限は解除されます。

＜改正法附則第６条の２第１項＞
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●  休業の届出

５年の間に休業により資格登録有効期限の延期が認められるのは、通算５年です（５年を超える場合であっ
ても、５年までしか認められません）。

提出書類等

・ 　休業によって、提出書類が異なります。また、提出にあたって、注意点が異なりますので、４～５ページ
を確認してください。
・　提出方法、提出先については、５ページを確認ください。

資格登録有効期限を延期できる休業 提出書類

休業 休業の内容 届出書 添付書類

産前産後休業 労働基準法第65条第１項又
は第２項の規定による休業

資格登録有効期限変更届兼
休業取得証明書
（様式１）

―

育児休業

育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律第２条
第一号の規定による休業

―

育児休業に後続
する休業

雇用保険の育児休業給付金
の給付期間終了後の就業 
規則等に基づく休業

就業規則等の根拠規程（写）

介護休業

育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律第２条
第二号の規定による休業

―

介護休業に後続
する休業

雇用保険の介護休業給付金
の給付期間終了後の就業 
規則等に基づく休業

就業規則等の根拠規程（写）

業務災害による
休業

労働者災害補償保険法の 
休業補償給付を受給し休業
する場合

＜休業開始時＞
休業開始届
（様式２）

＜休業終了時＞
資格登録有効期限変更届兼
休業終了届
（様式３）

＜休業開始時＞
「休業補償給付支給請求書」（写）
＜休業終了時＞
直近の「支給決定通知」（写）

通勤災害による
休業

労働者災害補償保険法の 
休業給付を受給し休業する
場合

＜休業開始時＞
「休業給付支給請求書」（写）
＜休業終了時＞
直近の「支給決定通知」（写）

激甚災害・災害
救助法適用災害に
よる休業

の険保用雇の法害災甚激 ・
特例措置により基本手当
を受給し休業する場合

に域地用適の法助救害災 ・
おける雇用保険の特例措
置により基本手当を受給
し休業する場合

＜休業開始時＞
）写（」面１第証者格資給受険保用雇「

＜休業終了時＞
「雇用保険受給資格者証第３面、 
第４面」（写）倒産・解雇等に

よる休業

特定受給資格者又は特定 
理由離職者の認定を受け雇用
保険の基本手当を受給し 
休業する場合

その他やむを得ない
理由による休業

上記以外のやむを得ない理由により休業する場合又は上記の休業に引き続きやむを得ない
理由により休業する場合
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「産前産後休業」、「育児休業」、「育児休業に後続する休業」、「介護休業」及び「介護休業に後続する
休業」の注意点

・　提出時期について
休業に入る前（育児休業を延長するときは、延長期間に入る前）に「資格登録有効期限変更届兼休業取得
証明書」を提出してください。
・　「資格登録有効期限変更届兼休業取得証明書」について
施設・事業所の証明権限を有する代表者（理事長、施設長等）が記入する箇所がありますので、注意して
ください。

「業務災害による休業」、「通勤災害による休業」の注意点

ア　休業開始時の注意点
・　提出時期について
休業を開始してから、「休業開始届」及び試験センターが指定する添付書類の用意ができ次第、提出して
ください。
・　休業開始届の休業見込期間について
労働基準監督署に提出した「労働者死傷病報告書」の休業見込期間としてください。

・　休業開始届に添付した「休業補償給付支給請求書」（写）について
試験センターに提出後、労働基準監督署の判定が、不支給決定通知であった場合は、試験センター登録部
へその旨ご連絡ください。
・　通勤災害が第三者行為災害の場合
「休業開始届」、「休業給付支給請求書」（写）及び労働基準監督署に届け出た「第三者行為災害届」（写）
を添付して提出してください。

イ　休業終了時の注意点
・　提出時期について
休業の終了日が確定でき次第、「資格登録有効期限変更届兼休業終了届」及び直近の「支給決定通知」（写）
を提出してください。
・　直近の「支給決定通知」（写）について
休業の終了日が確認できる「期間」の記載のあるものを提出してください。

ウ　その他
・　通院のため所定労働時間の一部を休業しながら介護等業務を行う場合
介護等業務従事日数として算定します。また、所定労働時間の全部休業から一部休業に変更する場合は、
一部休業開始日の前日までが休業期間となります。

たけ受を定決給支の金年）償補（病傷は又合場るいてし給受を付給）償補（業休てし過経を月か６年１　 ・  
場合は、引き続き休業の対象となりますので、試験センター登録部へその旨ご連絡ください。

「激甚災害・災害救助法適用災害による休業」の注意点

ア　休業開始時の注意点
・　提出時期について
休業を開始してから、「休業開始届」及び「雇用保険受給資格者証の第１面」（写）の用意ができ次第、 

提出してください。
・　休業開始届の休業見込期間について
公共職業安定所（ハローワーク）から交付された「雇用保険受給資格者証の第１面」の「20．所定給付日数」
の範囲内としてください。

イ　休業終了時の注意点
・　提出時期について

休業の終了日が確定でき次第、「資格登録有効期限変更届兼休業終了届」及び「雇用保険受給資格者証の第３面及び
第４面」（写）を提出してください。
・　「雇用保険受給資格者証の第３面及び第４面」（写）について

休業の終了日が確認できる「認定（支給）期間」の記載のあるものを提出してください。
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「倒産・解雇等による休業」の注意点

ア　休業開始時の注意点
・　提出時期について
休業を開始してから、「休業開始届」及び「雇用保険受給資格者証の第１面」（写）の用意ができ次第、 

提出してください。
・　休業開始届の休業見込期間について
公共職業安定所（ハローワーク）から交付された「雇用保険受給資格者証の第１面」の「20．所定給付日数」
の範囲内としてください。
・　休業開始届に添付した「雇用保険受給資格者証の第１面」（写）について
「雇用保険受給資格者証の第１面」の「12．離職理由」欄に「11、12、21、22、31、32」のいずれかが 
記載されている方（特定受給資格者）は、資格登録有効期限の延期が認められます。
「雇用保険受給資格者証の第１面」の「12．離職理由」欄に「23」または「33」が記載されている方 

（特定理由離職者）は、資格登録有効期限の延期が認められます。

イ　休業終了時の注意点
・　提出時期について
休業の終了日が確定でき次第、「資格登録有効期限変更届兼休業終了届」及び「雇用保険受給資格者証の

第３面及び第４面」（写）を提出してください。
・　「雇用保険受給資格者証の第３面及び第４面」（写）について
休業の終了日が確認できる「認定（支給）期間」の記載のあるものを提出してください。

ウ　その他
　 ・ 離職理由が「重責解雇」または、「正当な理由のない自己都合退職」の場合は、資格登録有効期限の延期
は認められません。
　 ・ 特定理由離職者の認定を受けない場合は、「正当な理由のある自己都合退職」であることが確認できない
ため、資格登録有効期限の延期は認められません。

）クーワーロハ（所定安業職共公のく近お、はていつに準基断判と囲範の者職離由理定特び及者格資給受定特　 ・
へお問い合わせください。

絡連ご旨のそへ部録登ータンセ験試、は方たけ受を付交の書知通長延間期給受の項１第条02第法険保用雇　 ・
ください。

「その他やむを得ない理由による休業」の注意点

りよに由理いな得をむやき続き引に業休の記上は又、合場るす業休りよに由理いな得をむやの外以記上　 ・  
休業する場合は、試験センター登録部へその旨ご連絡ください。

提出方法及び提出先

・　封筒の大きさの指定はありません。
・　送付する際は、不着等の事故を防止するため、必ず「簡易書留」で郵送してください。
・　簡易書留の控えは、「資格登録有効期限（変更）通知書」を受け取るまで保管しておいてください。
・　簡易書留以外の方法で郵送し、不着等の事故が生じた場合には、試験センターでは責任を負いません。
・　書類の提出先（下記をコピーして点線を切り取り、郵送用ラベルとしてお使いください。）

〒１５０－０００２
東京都渋谷区渋谷１－５－６
（財）社会福祉振興・試験センター
 登録部

✂
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対象者

　「介護等の業務の範囲」（13～19ページ参照）で示す施設、事業において、介護等の業務に従事したと認めら
れる職種であった期間（以下「従事期間」という）が、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の４月 
１日から連続して1,825日以上であり、かつ当該期間の中で介護等の業務に従事した日数（以下「従事日数」と
いう）が通算900日以上である方。

提出書類等

１　提出書類
①「５年間の介護等業務従事届」（様式４）
②「介護等業務従事証明書」（様式５）
③（同一期間に複数の事業所で従事していた場合）「従事日数内訳証明書」（様式６）
２　書類作成者
上記１の①：登録者ご本人が作成。
上記１の②及び③：施設、事業所の証明権限を有する代表者（理事長、施設長等）が作成。

３　提出期限
資格登録有効期限から14日以内に簡易書留郵便により試験センター登録部に提出してください。

届出の際の注意点

ア　「介護等業務従事証明書」等は、５年間従業をした社会福祉法人、株式会社等の分すべて必要となります。
従業先が変わる場合は、必ず離職前に当該証明書の作成を事業主等に依頼してください。
なお、５年後に「５年間の介護等業務従事届」及び「介護等業務従事証明書」等の書類の提出ができない
場合は、介護福祉士の登録の効力を失うため、翌日付けで登録が消除されます。

」書明証事従務業等護介「のでま限期の後期延該当、は合場るいてし期延を限期効有録登格資てしを業休　 イ
が必要です。
なお、休業が認められる期間は通算５年までであるため、休業期間が通算５年を超えた場合は、資格登録
有効期限の解除の対象外となります。

の限期効有録登格資、りよに類書出提の等」書明証事従務業等護介「び及」届事従務業等護介の間年５「　 ウ
解除の要件を満たしたことが確認された方に対しては、試験センター理事長名の「資格登録有効期限解除 
通知書」により期限の解除を通知します。
「資格登録有効期限解除通知書」により、介護福祉士登録は資格登録有効期限の翌日以後も有効となります。
なお、登録事項（改正法附則第６条の２第１項該当年月令和○年○月）に変更は生じませんので、交付済
の登録証は引き続き有効です。

●  資格登録有効期限の解除（５年間介護等の業務に従事した場合）
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Ｑ　従事期間と従事日数は、どれくらい必要ですか？　対象となる施設・事業・職種は？

Ａ  　従事期間は、５年以上（1,825日以上）、従事日数は、900日以上必要です。 
施設・事業・職種は、13～19ページをご確認ください。

※　卒業した年度の翌年度の４月１日からが介護等業務従事の対象です。

Ｑ　従事日数とは？

Ａ　雇用契約に基づき、実際に介護等の業務に従事した日数のみ算入できます。
１日の勤務時間は問いません。
介護等の業務に従事しなかった日は対象外です（休暇、欠勤、出張、研修など）。
掛け持ちで働いた日も、１日は１日として扱います。ダブルカウントはできません。

　　掛け持ちしていても、１つの事業所の経験だけで、必要な期間と日数を満たす場合は提出不要です。

提出方法及び提出先

・　封筒の大きさの指定はありません。
・　送付する際は、不着等の事故を防止するため、必ず「簡易書留」で郵送してください。
・　簡易書留の控えは、「資格登録有効期限解除通知書」を受け取るまで保管しておいてください。
・　簡易書留以外の方法で郵送し、不着等の事故が生じた場合には、試験センターでは責任を負いません。
・　書類の提出先（下記をコピーして点線を切り取り、郵送用ラベルとしてお使いください。）

〒１５０－０００２
東京都渋谷区渋谷１－５－６
（財）社会福祉振興・試験センター
 登録部

✂

●  介護等業務従事の概要について

Ｑ　「従事日数内訳証明書」とは？

Ａ　掛け持ちで働いていた期間がある場合のみ、提出が必要です（11～12ページ参照）。

Ｑ　従事期間とは？

Ａ  　在職期間です。
「産休、育休、病欠」等の休職期間も含まれます。
　　掛け持ちで働いている期間は、１日は１日として扱います。ダブルカウントはできません。



介護等業務従事証明書

届出事由
（様式５） ５年間介護等の業務に従事した場合

記入方法参照ページ 「変更登録の手引」9、10ページ
使用する筆記具 ボールペン

（証明書作成日）　　令和　　　年 　　月 　　日

公益財団法人社会福祉振興・試験センター理事長　様
法人・施設・事業所
名 称

法人格コード
（13ページ参照）

所 在 地
〒 ―

職 印
電 話 番 号 　　　　　　― 　―

代 表 者
役　　　　職 氏　　　　　　名

証明書作成者
所属・役職等 氏　　　　　　名 認 印

　次の者は、以下のとおり「介護福祉士養成施設を卒業した者に対する資格取得の
特例の取扱いについて」（平成29年 4 月20日社援発0420第 4 号厚生労働省社会・援護
局長通知）の「１　介護等の業務の範囲」に規定する介護等の業務に従事したこと
を証明します。
フ　リ　ガ　ナ

 昭和
 平成

年　　　月　　日生
届 出 者 氏 名

本 人 住 所
〒

施 設 ま た は
事 業 所 名 介護保険の事業所番号または

障害福祉サービスの事業所 
番号（認定コード）

施設（事業）種類
（14～19ページ参照）

コード

職　　種（職名）
（14～19ページ参照）

コード

従 事 期 間
及　 び

介護等の業務に 
従 事 し た 日 数
（７～10ページ参照）

従 事 期 間

□平成
□令和 年 月 日から

□平成
□令和 年

①

② 月 日まで

上記①から②までの日数

（注２）

日

介護等の業務に従事した日数
（上記の従事期間の内、休暇・欠勤・出張・研修などの日を除いた日数） 日

録登格資らか日たし用採で種職・別種）業事（設施るす当該に務業の等護介、はに間期事従　 １）注（
有効期限日（又は退職日）までを記入してください。

務勤の日１。すでとこの数日たっわ携に務業の等護介、はと介護等の業務に従事した日数　 ２ 　　
時間数は問いません。介護等の業務に携わらなかった日数は対象外です。

用紙が不足する場合は、コピーした用紙を使用してください

証明権限を有する代表者の方へ
 　記載事項を訂正する場合は、必ず証明権限を有する代表者の職印で訂正してください。証明書
作成者の認印、修正液等で修正したものは証明書として無効となります。
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代
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介
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必ず事業所の作成担当者が記入・押印してください
介護等業務従事証明書

届出事由
（様式５） ５年間介護等の業務に従事した場合

記入方法参照ページ 「変更登録の手引」9、10ページ
使用する筆記具 ボールペン

（証明書作成日）　　令和　　　年 　　月 　　日

公益財団法人社会福祉振興・試験センター理事長　様
法人・施設・事業所
名 称

法人格コード
（13ページ参照）

所 在 地
〒 ―

職 印
電 話 番 号 　　　　　　― 　―

代 表 者
役　　　　職 氏　　　　　　名

証明書作成者
所属・役職等 氏　　　　　　名 認 印

　次の者は、以下のとおり「介護福祉士養成施設を卒業した者に対する資格取得の
特例の取扱いについて」（平成29年 4 月20日社援発0420第 4 号厚生労働省社会・援護
局長通知）の「１　介護等の業務の範囲」に規定する介護等の業務に従事したこと
を証明します。
フ　リ　ガ　ナ

 昭和
 平成

年　　　月　　日生
届 出 者 氏 名

本 人 住 所
〒

施 設 ま た は
事 業 所 名 介護保険の事業所番号または

障害福祉サービスの事業所 
番号（認定コード）

施設（事業）種類
（14～19ページ参照）

コード

職　　種（職名）
（14～19ページ参照）

コード

従 事 期 間
及　 び

介護等の業務に 
従 事 し た 日 数
（７～10ページ参照）

従 事 期 間

□平成
□令和 年 月 日から

□平成
□令和 年

①

② 月 日まで

上記①から②までの日数

（注２）

（注１） （注１）

日

介護等の業務に従事した日数
（上記の従事期間の内、休暇・欠勤・出張・研修などの日を除いた日数） 日

録登格資らか日たし用採で種職・別種）業事（設施るす当該に務業の等護介、はに間期事従　 １）注（
有効期限日（又は退職日）までを記入してください。

務勤の日１。すでとこの数日たっわ携に務業の等護介、はと介護等の業務に従事した日数　 ２ 　　
時間数は問いません。介護等の業務に携わらなかった日数は対象外です。

用紙が不足する場合は、コピーした用紙を使用してください

証明権限を有する代表者の方へ
 　記載事項を訂正する場合は、必ず証明権限を有する代表者の職印で訂正してください。証明書
作成者の認印、修正液等で修正したものは証明書として無効となります。
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必ず事業所の作成担当者が記入・押印してください

1,096
540

  0 5  0 4  0 1
  0 8  0 3  3 1

731
360

  0 8  0 4  0 1
  1 0  0 3  3 1

4 8 7 0 1 0 0 0 1 0

A事業所

介護職員 0 2
026特別養護老人ホーム

1 5 0 - 0 0 0 2
東京都渋谷区渋谷1 - 5 - 6　○○マンション○号

1 ４ 5 5福 祉 愛

201 5 0 　 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
東京都渋谷区渋谷○-○-○

社会福祉法人 振興会

理事長

総務課主任

厚 生　太 郎

山 田　二 郎 田
山

10 4 1

社会福祉法人

振 興 会
理事長印

社会福祉法人

振 興 会
理事長印

10 4 1

1 5 0 　 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
東京都渋谷区渋谷○-○-○

社会福祉法人 振興会

理事長

総務課主任

厚 生　太 郎

山 田　二 郎 田
山

20

1 5 0 - 0 0 0 2
東京都渋谷区渋谷1 - 5 - 6　○○マンション○号

1 4 5

4 8 7 0 1 0 0 0 1 1

5

B事業所

指定訪問介護
訪問介護員 0 3

036

福 祉 愛

8

介護等業務従事の通算とは

・ 　１事業所の介護等業務従事では不足する方でも、複数事業所の介護等業務従事を通算（合算）することで
従事期間５年以上（1,825日以上）、従事日数900日以上を満たせば、資格登録有効期限を解除することが
できます。

●  複数の事業所で介護等の業務に従事した場合

例：Ａ事業所　令和５年４月１日～令和８年３月31日（従事期間1,096日、従事日数540日）
　　Ｂ事業所　令和８年４月１日～令和10年３月31日（従事期間  731日、従事日数360日）
　　 格資、りなと日009は数日事従、日728,1るえ超を日528,1は間期事従、とるす算通を験経の所か２　 →  

登録有効期限の解除要件を満たす。

Ａ　事業所の例 Ｂ事業所の例



介護等業務従事証明書

届出事由
（様式５） ５年間介護等の業務に従事した場合

記入方法参照ページ 「変更登録の手引」9、10ページ
使用する筆記具 ボールペン

（証明書作成日）　　令和　　　年 　　月 　　日

公益財団法人社会福祉振興・試験センター理事長　様
法人・施設・事業所
名 称

法人格コード
（13ページ参照）

所 在 地
〒 ―

職 印
電 話 番 号 　　　　　　― 　―

代 表 者
役　　　　職 氏　　　　　　名

証明書作成者
所属・役職等 氏　　　　　　名 認 印

　次の者は、以下のとおり「介護福祉士養成施設を卒業した者に対する資格取得の
特例の取扱いについて」（平成29年 4 月20日社援発0420第 4 号厚生労働省社会・援護
局長通知）の「１　介護等の業務の範囲」に規定する介護等の業務に従事したこと
を証明します。
フ　リ　ガ　ナ

 昭和
 平成

年　　　月　　日生
届 出 者 氏 名

本 人 住 所
〒

施 設 ま た は
事 業 所 名 介護保険の事業所番号または

障害福祉サービスの事業所 
番号（認定コード）

施設（事業）種類
（14～19ページ参照）

コード

職　　種（職名）
（14～19ページ参照）

コード

従 事 期 間
及　 び

介護等の業務に 
従 事 し た 日 数
（７～10ページ参照）

従 事 期 間

□平成
■令和 年 月 日から

□平成
■令和 年

①

② 月 日まで

上記①から②までの日数

（注２）

（注１）

日

介護等の業務に従事した日数
（上記の従事期間の内、休暇・欠勤・出張・研修などの日を除いた日数） 日

録登格資らか日たし用採で種職・別種）業事（設施るす当該に務業の等護介、はに間期事従　 １）注（
有効期限日（又は退職日）までを記入してください。

務勤の日１。すでとこの数日たっわ携に務業の等護介、はと介護等の業務に従事した日数　 ２ 　　
時間数は問いません。介護等の業務に携わらなかった日数は対象外です。

用紙が不足する場合は、コピーした用紙を使用してください

証明権限を有する代表者の方へ
 　記載事項を訂正する場合は、必ず証明権限を有する代表者の職印で訂正してください。証明書
作成者の認印、修正液等で修正したものは証明書として無効となります。
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介
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必ず事業所の作成担当者が記入・押印してください

10 4 1

1 5 0 　 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
東京都渋谷区渋谷○-○-○

社会福祉法人 振興会

理事長

総務課主任

厚 生　太 郎

山 田　二 郎

社会福祉法人

振興会
理事長印

田
山

20

1 5 0 - 0 0 0 2
東京都渋谷区渋谷1 - 5 - 6　○○マンション○号

1 4 5

4 8 7 0 1 0 0 0 1 1

5

振興会　ホームヘルパーステーション

指定訪問介護
訪問介護員

福 祉 愛

0 3
036

  0 5  0 4  0 1
  1 0  0 3  3 1

1,827
900

①

②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

③

9

● 介護等業務従事証明書の記入例

はじめに
◆本証明書は登録者が作成するものではありません。事業所に作成を依頼してください。

◆介護等の業務の対象となる施設（事業）と職種については13～19ページで確認してください。
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① 　忘れずに記入してください。

② 　ゴム印可。

③
　証明権限を有する代表者の職印を使用してください。
　個人経営等で職印がない場合に限り、行政等に書類を提出する際に使用する個人印を使用
してください。

④
　結婚等で、勤務当時と現在の氏名・住所が異なる場合は、原則として現在の氏名等を記入
してください。
　※登録証の氏名と異なる場合は、戸籍抄本（戸籍の個人事項証明書）が必要です。

⑤
　介護保険法または障害福祉サービス適用の場合に限り、当該事業所番号（認定コード） 
を記入してください。
　介護保険法または障害福祉サービス適用外の場合は記入不要です。

⑥
。いさだくでいなし入記は称名有固な的体具 ：設施　  

14～19ページを参照し、施設・事業の種類を記入してください。
記入ではありません。務内容の業な的体具 ：種職　  

14～19ページを参照し、職種（職名）を記入してください。 
（◎良い例：介護職員、訪問介護員／×悪い例：介護業務、入浴介助）

⑦ 　介護等の業務の対象となった日を算定開始日として記入してください。

⑧ 　⑦で算定した従事期間の日数と、その期間の中で実際に介護等の業務に従事した日数  
（１日の勤務時間は不問）を記入してください。

◆掛け持ちで働く期間がある場合に限り、その期間の従事日数内訳証明書も必要です。

◆必要に備えて、原本の写し（コピー）や写真等のデータを各自保存してください。原本は返却しません。

証明書作成時の注意事項
 

ないよう作成してください。

必ず証明権限を有する代表者の職印で訂正してください。

　　証明書作成者の認印、修正液等で訂正したものは、証明書として無効です。
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● 従事日数内訳証明書の記入例
　　 （同じ期間に複数の事業所に所属している方が「介護等業務従事証明書」に加えて、提出するもの）

ア　証明書作成上の注意

必ず証明権限を有する代表者の職印で訂正してください。証明書作成

者の認印、修正液等で訂正したものは証明書として無効となりますので、注意してください。

※　登録者は証明の必要な期間を自身でよく把握して、証明書作成者に依頼してください。

　 　 この証明書だけでは 年間の介護等業務従事の証明にはなりません。必ず「介護等業務従事証明書」

と一緒に提出してください。

イ　従事日数内訳証明書が必要な場合

同じ期間に複数の事業所に所属（掛け持ち）している場合

例
令和６年

事　業　所　名 職　種 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

Ａ訪問介護事業所 訪問介護員

Ｂ訪問介護事業所 訪問介護員

ここが掛け持ち

※　証明する施設事業所：２か所の訪問介護事業所

　　提 出 す る 書 類：「介護等業務従事証明書」２枚、「従事日数内訳証明書」２枚

〈以下の場合は不要です〉

複数の事業所に所属した経験があっても、同じ期間に所属（掛け持ち）していない場合

例
令和６年

事　業　所　名 職　種 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

訪 問 介 護 事 業 所 訪問介護員

特別養護老人ホーム 介 護 職 員

掛け持ちしていない

※　証明する施設事業所：訪問介護事業所・特別養護老人ホームの２か所

　　提 出 す る 書 類：「介護等業務従事証明書」２枚

この期間のみ「従事日数内訳証明書」が必要



上から古い年月順に記入し、介護等の業務に従事した日のみ○印をつけてください。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計

　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日時

う
ら
も
て
し
成
作
に
）
等
長
設
施
、
長
事
理
（
者
表
代
る
す
有
を
限
権
明
証
を
書
明
証
訳
内
数
日
事
従
の
こ

届出事由
（様式６） ５年間介護等の業務に従事した場合

記入方法参照ページ 「変更登録の手引」11、12ページ
使用する筆記具 ボールペン

従事日数内訳証明書

（証明書作成日）　　令和 　 　年 　　月 　　日公益財団法人社会福祉振興・試験センター理事長　様

法人・施設・事業所名称 法人格コード
（13ページ参照）

所 在 地
〒 ―

職 印
電 話 番 号 　　　　　　― 　―

代 表 者
役　　　　職 氏　　　　　　名

証 明 書 作 成 者
所属・役職等 氏　　　　　　名 認 印

フ リ ガ ナ □ 昭和
■ 平成

年　　月　　日生届 出 者 氏 名

施設または事業所名

必ず事務所の作成担当者が記入・押印してください

B訪問介護事業所

6 3
4
5

5
6
8

　　　大 介

株式会社

平成社
代表取締役印

藤
佐

14 5 5

40

福 祉 愛

410 1

この書類は、同じ期間に複数の事業所に所属している場合に限り、１事業所につき１枚ずつ必要です
（介護等業務従事証明書と一緒に提出してください。）

　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日

合計 　　　　　　日

て
せ
見

　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日

合計 　　　　　　日

て
せ
見

上から古い年月順に記入し、介護等の業務に従事した日のみ○印をつけてください。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計

　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
　　年　　月 　　　　日
年 月 日う

ら
も
て
し
成
作
に
）
等
長
設
施
、
長
事
理
（
者
表
代
る
す
有
を
限
権
明
証
を
書
明
証
訳
内
数
日
事
従
の
こ

届出事由
（様式６） ５年間介護等の業務に従事した場合

記入方法参照ページ 「変更登録の手引」11、12ページ
使用する筆記具 ボールペン

従事日数内訳証明書

（証明書作成日）　　令和 　 　年 　　月 　　日公益財団法人社会福祉振興・試験センター理事長　様

法人・施設・事業所名称 法人格コード
（13ページ参照）

所 在 地
〒 ―

職 印
電 話 番 号 　　　　　　― 　―

代 表 者
役　　　　職 氏　　　　　　名

証 明 書 作 成 者
所属・役職等 氏　　　　　　名 認 印

フ リ ガ ナ □ 昭和
■ 平成

年　　月　　日生届 出 者 氏 名

施設または事業所名

必ず事業所の作成担当者が記入・押印してください

　【記入例】

1 5 0 　 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
東京都渋谷区渋谷○-○-○

（株）厚生会〇〇訪問介護事業所

代表取締役

総務課主任

堀 　　　 勝

鈴 木　千 太

10

40

14 5 5

4 1

福 祉 愛
A訪問介護事業所

株式会社

厚生会
代表取締役印

木
鈴

6 3
4
5

10
11
9

30

19

この書類は、同じ期間に複数の事業所に所属している場合に限り、１事業所につき１枚ずつ必要です
（介護等業務従事証明書と一緒に提出してください。）

12

（注）記載事項を訂正する場合は、必ず証明権限を有する代表者の職印で訂正してください。
証明書作成者の認印、修正液等で訂正したものは証明書として無効となります。

用紙が不足する場合は、原寸大にコピーした用紙を使用してください

（注）記載事項を訂正する場合は、必ず証明権限を有する代表者の職印で訂正してください。
証明書作成者の認印、修正液等で訂正したものは証明書として無効となります。

用紙が不足する場合は、原寸大にコピーした用紙を使用してください
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　介護等の業務の範囲については、介護福祉士養成施設を卒業した者に対する資格取得の特例の取扱いについて 

（平成29年４年20日社援発0420第４号厚生労働省社会・援護局長通知）（25ページ参照）により規定されています。

｜
｜
｜
｜

「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等に
ついて（昭和63年2月12日付け社庶第29号）別添2」（26～27ページ参照）
「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等に
ついて（昭和63年2月12日付け社庶第30号）」（28～29ページ参照）

｜
｜
｜
｜

　介護等の業務の範囲は、14ページ以降の表に掲げた「施設・事業・職種」及び上記の通知（原典）のとおりです。

　介護等業務従事証明書の「法人格コード」欄には、次のうち該当する「コード」を記入してください。

法　人　格（運 営 主 体） コード

国、地方公共団体等の公的機関 ０１

人法利営非の等人法校学、人法政行立独、人法教宗、人法団社･団財）益公・般一（、人法祉福会社 ０２

医療法人等、病院・診療所を開設する法人及び個人 ０３

株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合弁会社等の営利法人
（人材派遣会社はコード０８）

０４

特定非営利活動法人（NPO法人） ０５

生活協同組合、農業協同組合、企業組合等の協同組合 ０６

その他 ０７

人材派遣会社（上記コード01～07の運営主体に介護職員等を派遣）
※　派遣先である運営主体でも、派遣元である人材派遣会社でも証明可能です。
　　（運営主体が証明できない場合は、人材派遣会社が証明してください）。

０８

● 介護等の業務の範囲について
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　介護等業務従事証明書の「施設（事業）種類」「職種」欄には、15～19ページの表のうち、該当する「施設・事業」

「職種」及び「コード」を記入してください。

職種について

　施設・事業所内において、独自の職種（職名）を使用している場合は、「人員配置基準」「運営要綱」等に 
基づいた正式な職種を記入してください。
　例 : ケアワーカー、介護ヘルパー、介護員等　→　介護職員
（注意）「職種」欄には、「介護職員」「訪問介護員」など職名を記入してください。

　　　 なお、「介護業務」「入浴介護」といった業務内容の記載ではありません。

対象とならない職種

①　「人員配置基準」「運営要綱」等に示された、主たる業務が介護等の業務と認められない職種
　・　生活相談員、支援相談員等の相談援助業務を行う職種
　・　医師、看護師、准看護師
　・　理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の機能訓練担当職員（当該業務を補助する方を含む）
　・　心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員、就労支援員
　・　事務員、介護支援専門員、調理員、栄養士、計画作成担当者、福祉用具専門相談員
②　主たる業務が介護等の業務でないことが明確な職種
　　例：  相談員、警備員、運転手、用務員、清掃員、あん摩マッサージ指圧師

職種の兼務について

　介護等の業務とそれ以外の業務を兼務している場合、「職種コード」欄は［10］と記入してください。
　※ 　介護等の業務とそれ以外の業務を兼務している事実が、辞令等で明確であって、主たる業務が介護等の業務 
である場合に限り対象となります。

　　「職種」欄は「介護職員兼生活相談員」のように、「介護職員兼○○」と記入してください。
　※ 　施設長または事業所の長が、介護等の業務を兼務している場合、介護等の業務に従事した日数に限り対象
となります。

　　 「職種」欄は「介護等の業務を兼務する施設長」のように、「介護等の業務を兼務する○○○」と記入して
ください。

代表者の自己証明について

　介護等業務従事証明書の「代表者」欄が登録者自身である場合、登録者自身が代表者であること、業務経験の
対象となる事業を行っていることが確認できる「法人の履歴事項全部証明書」の原本を必ず提出してください。
　なお、この場合、「証明書作成者」欄は、登録者以外の第三者が作成するようにしてください。
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　介護等業務従事証明書の「施設（事業）種類」「職種」欄には、次のうち該当する「施設・事業」「職種」及び「コード」

を記入してください。

ア　社会福祉施設等

施設・事業 介護等の業務に従事したと
認められる職種〔コード〕コード

㋐　児童福祉法関係の施設・事業

知的障害児施設
００１

・保育士〔０１〕
・介助員〔０２〕
・看護補助者〔０５〕

・看護助手〔０５〕
ーサイデ等後課放・援支達発童児（員導指 ・

ビス）〔０６〕（ただし、下記の注意

 

事項１の①・②に掲げる者に限る）

の記下、しだた（〕７０〔員導指童児 ・

 

注意事項２の①に掲げる者に限る）

・援支達発童児（者験経スビーサ祉福害障 ・

放課後等デイサービス）〔０９〕（ただし、

下記の注意事項３の①・②に掲げる者

に限る）

　など入所者の保護に直接従事する職員

※「対象とならない職種」「職種の兼務」

　「代表者の自己証明」については、

　　14ページを参照

自閉症児施設

知的障害児通園施設 ００２

盲児施設

００３ろうあ児施設

難聴幼児通園施設

肢体不自由児施設

００４肢体不自由児通園施設

肢体不自由児療護施設

重症心身障害児施設 ００５

重症心身障害児（者）通園事業 ００６
肢体不自由児施設または重症心身障害児施設の委託を受けた
指定医療機関（国立高度専門医療研究センター及び独立 
行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生 
労働大臣の指定するもの）

００７

児童発達支援 ０８９

放課後等デイサービス ０９０

障害児入所施設 ０９１

児童発達支援センター ０９２

保育所等訪問支援 ０９３
・訪問支援員〔０３〕

居宅訪問型児童発達支援 ０９８

注意事項
１　「指導員」（児童発達支援・放課後等デイサービス）について

てれさ記明がとこう行を務業の等護介、上表掌分務業、ていおに」スビーサイデ等後課放「」援支達発童児「　 ②　
いて「主たる業務が介護等の業務」である場合、業務経験になります。

月３年03成平は合場の」スビーサイデ等後課放「、でま日13月３年13成平は合場の」援支達発童児「、おな　 　　
31日までの期間に限り業務経験になります。

　

２　「児童指導員」について
、合場るあで」務業の等護介が務業るた主「ていてれさ記明がとこう行を務業の等護介、上表掌分務業　 ①　  

業務経験になります。

３　「障害福祉サービス経験者」（児童発達支援・放課後等デイサービス）について
、合場るあで」務業の等護介が務業るた主「ていてれさ記明がとこう行を務業の等護介、上表掌分務業　 ①　  

業務経験になります。
　なお、令和５年３月31日までの期間に限り業務経験になります。

るす関に営運び及備設、員人の等業事の援支所通定指くづ基に法祉福童児、はと」者験経スビーサ祉福害障「　 ②　
基準（平成24年厚生労働省令第15号）第66条第１項第１号に定める障害福祉サービス経験者（高等学校の 
卒業者等であって、２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者）をいい、「障害福祉サービス」とは、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第５条第１項に 
規定する障害福祉サービスをいいます。

務業は」員導指「、合場るいてれか置が」員職護介「、ていおに」スビーサイデ等後課放「」援支達発童児「　 ①
経験になりません。



16

※「対象とならない職種」「職種の兼務」

　「代表者の自己証明」については、

　　14ページを参照

施設・事業 介護等の業務に従事したと
認められる職種〔コード〕コード

㋑　障害者総合支援法関係の施設・事業

短期入所 ０６２ ・★保育士（児童デイサービス）〔０１〕
・介護職員〔０２〕

員助介 ・ （盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業）

〔０２〕
・寮母〔０２〕
・★生活支援員〔０６〕

員導指 ★・ （児童デイサービス・地域活動支援 

センター）〔０６〕
員導指帰復会社者害障神精 ★・ （精神障害者

社会復帰施設）〔０６〕
人話世 ★・ （共同生活介護・共同生活援助）〔０６〕

　などのうち、主たる業務が介護等の 
業務である者

意注の記下は種職５るあが印★　 ※　  

事項１の①・②を満たした方が対象に

なります。

障害者支援施設 ０６５

療養介護 ０６６

生活介護 ０６７

児童デイサービス ０８３

共同生活介護（ケアホーム） ０６８

共同生活援助（グループホーム） ０８４

自立訓練 ０６９

就労移行支援 ０７０

就労継続支援 ０７１

知的障害者援護施設
（知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場） ０７２

身体障害者更生援護施設
（身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場） ０７３

福祉ホーム ０７４

身体障害者自立支援 ０７６

日中一時支援 ０７７

生活サポート ０７８

経過的デイサービス事業 ０７９

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 ０９６

訪問入浴サービス ０８０

地域活動支援センター ０８１

精神障害者社会復帰施設
（精神障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場） ０８５

在宅重度障害者通所援護事業
（日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る） ０１９

知的障害者通所援護事業
（全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る） ０４１

居宅介護

０６３

・訪問介護員〔０３〕
・ホームヘルパー〔０３〕
・ガイドヘルパー〔０３〕
など主たる業務が介護等の業務である者
（サービス提供責任者としての業務は対象となりませ
ん。実際に介護等の業務を行う職種（職名）で証明
してください。）

重度訪問介護

行動援護

同行援護

移動支援事業 ０７５

注意事項

ていつに」種職５の印★「 　
。んせまりなに務業の等護介、合場るいてれか置が」員職護介「でどな」準基置配の業事・設施「の表上　 ①　
護介が務業るた主「ていてれさ記明がとこう行を務業の等護介、上表掌分務業、で」業事・設施「の表上　 ②　

等の業務」である場合、介護等の業務になります。
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施設・事業 介護等の業務に従事したと
認められる職種〔コード〕コード

㋒　老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

老人デイサービスセンター

０２３

指定通所介護（指定療養通所介護を含む） ・介護職員〔０２〕
・介護従事者〔０２〕
・介護従業者〔０２〕
・介助員〔０２〕
・支援員（養護老人ホームのみ）〔０８〕

など主たる業務が介護等の業務である者

指定地域密着型通所介護
指定介護予防通所介護
第１号通所事業
指定認知症対応型通所介護
指定介護予防認知症対応型通所介護
老人短期入所施設

０２４指定短期入所生活介護
指定介護予防短期入所生活介護
養護老人ホーム ０２５
特別養護老人ホーム

０２６指定介護老人福祉施設
指定地域密着型介護老人福祉施設
軽費老人ホーム

０２７
ケアハウス
有料老人ホーム ０２８
指定小規模多機能型居宅介護

０６４
指定介護予防小規模多機能型居宅介護
指定看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） ０９４
指定訪問入浴介護

０３１
指定介護予防訪問入浴介護
指定認知症対応型共同生活介護

０３２
指定介護予防認知症対応型共同生活介護
介護老人保健施設 ０３３
介護医療院 ０９７
指定通所リハビリテーション

０３４
指定介護予防通所リハビリテーション
指定短期入所療養介護

０３５
指定介護予防短期入所療養介護
指定特定施設入居者生活介護

０８２指定介護予防特定施設入居者生活介護
指定地域密着型特定施設入居者生活介護
サービス付き高齢者向け住宅 ０９５
指定訪問介護

０３６

・訪問介護員〔０３〕
・ホームヘルパー〔０３〕
（サービス提供責任者としての業務は対象となりませ
ん。実際に介護等の業務を行う職種（職名）で証明
してください。）

指定介護予防訪問介護
第１号訪問事業
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
指定夜間対応型訪問介護

指定訪問看護
１００

・看護補助者〔０５〕　
・看護助手〔０５〕
など主たる業務が介護等の業務である者指定介護予防訪問看護

注意事項
る係に」護介所通防予護介定指「旧、」護介問訪防予護介定指「旧、は」業事所通号１第「、」業事問訪号１第「　 １
。すまりなと務業の等護介がのもるいてけ受を」定指者業事「、でのもるす施実を業事てっ従に準基るよに例の準基
どな搬運の体検やグンキーメドッベの時床空、ちうの者助補護看の」護看問訪防予護介定指「、」護看問訪定指「　 ２  

間接的な業務のみに従事する方は対象となりません。

※「対象とならない職種」「職種の兼務」

　「代表者の自己証明」については、

　　14ページを参照
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施設・事業 介護等の業務に従事したと
認められる職種〔コード〕コード

㋓　生活保護法関係の施設

救護施設 ０２１ ・介護職員〔０２〕
・介助員〔０２〕
など主たる業務が介護等の業務である者更生施設 ０２２

㋔　その他の社会福祉施設等

地域福祉センター ０４３ ・介護職員〔０２〕
・介護員〔０２〕
・介助員〔０２〕
・看護補助者〔０５〕
・看護助手〔０５〕
など主たる業務が介護等の業務である者

隣保館デイサービス事業 ０４４

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 ０４５

ハンセン病療養所 ０４６

原子爆弾被爆者養護ホーム ０４７

原子爆弾被爆者デイサービス事業 ０４８

原子爆弾被爆者ショートステイ事業 ０４９

労災特別介護施設 ０５１

原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業 ０５０ 原爆被爆者家庭奉仕員〔０３〕

家政婦紹介所
（個人の家庭において、介護等の業務を行う場合に限る）

０５２ 家政婦〔０４〕

訪問看護事業
（健康保険法第88条第１項に規定する訪問看護事業）

１０１
・看護補助者〔０５〕　
・看護助手〔０５〕
など主たる業務が介護等の業務である者

注意事項
どな搬運の体検やグンキーメドッベの時床空、ちうの者助補護看の」業事護看問訪「、」所養療病ンセンハ「　 　  

間接的な業務のみに従事する方は対象とはなりません。

イ　病院または診療所

施設・事業 介護等の業務に従事したと
認められる職種〔コード〕コード

病院

０８７

・介護職員〔０２〕
・看護補助者〔０５〕
・看護助手〔０５〕

など主たる業務が介護等の業務である者診療所

注意事項
にみの務業な的接間どな搬運の体検やグンキーメドッベの時床空、ちうの者助補護看の所療診はたま院病　 　  

従事する方は対象とはなりません。

※「対象とならない職種」「職種の兼務」

　「代表者の自己証明」については、

　　14ページを参照
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ウ　介護等の便宜を供与する事業

施設・事業 介護等の業務に従事したと
認められる職種〔コード〕コード

地方公共団体が定める条例・実施要綱等に基づく事業 ０５６
・介護職員〔０２〕
・訪問介護員〔０３〕

など主たる業務が介護等の業務である者

款定・例条・綱要施実（〕０１〔他のそ ・
等に基づいた職種（職名）を記入）

介護保険法の基準該当居宅・介護予防サービス（指定事業
所は除く）

０５７

障害者総合支援法の基準該当障害福祉サービス（指定事業
所は除く）

０８８

以下の各サービスに準ずる事業
非営利法人が実施する介護保険法の指定（基準該当） 
居宅、第１号訪問事業、第１号通所事業、指定（基準該当）
介護予防、指定地域密着型、指定地域密着型介護予防の
各サービスまたは障害福祉サービス事業

０５８

その他の介護等の便宜を供与する事業（運営主体が法人格
当該に」業事・設施「のジーペ91～51（）とこるいてし有を

しない事業）
０９９

注意事項

１　上表のコード「056」、「058」、「099」の事業には、介護等の業務になる条件があります。

　 ※　 コード「056」、「058」、「099」の事業を介護等の業務とする場合、「介護等業務従事証明書」の他に、次の 

条件すべてに該当することが確認できる資料を同封してください。

事業の種類 対象者が「高齢者」「障害児・者」である。

実施要綱・条例・定款等 「高齢者」「障害児・者」「福祉に関する…」等の記載がある。

事業目的・事業概要 介護等の業務を行うことが明記されている。

職　種 業務分掌上「介護職員」「訪問介護員」等として配置され、主たる業務が介護
等の業務である。

前るけ受を用適の当該準基、合場の）スビーサ当該準基の法援支合総者害障・法険保護介（」880「、」750「ドーコ　 ２  

から、同等の事業を継続的に行っている場合は、その事業を開始した時点から介護等の業務になります。

｜
｜
・「非営利法人」→法人格取得以前の期間も対象。
・「営 利 法 人」→法人格取得後の期間が対象。

｜
｜

３　「介護等業務従事証明書」の「施設（事業）種類」・「職種」欄は、具体的に記入してください。

※「対象とならない職種」「職種の兼務」

　「代表者の自己証明」については、

　　14ページを参照
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対象者

　次の①、②の両方に該当する方は、資格登録有効期限に介護福祉士の登録の効力が失われ、その登録は消除
されます。
①　資格登録有効期限までの間に、介護福祉士試験に合格しなかった方。

務業の等護介てし続継間年５、でま限期効有録登格資らか日１月４の度年翌の度年たし業卒を設施成養　 ②
に従事できなかった方。

提出書類等

１　提出書類
①「資格登録失効届」（様式７）
②「介護福祉士登録証」
２　提出期限
資格登録有効期限から14日以内に簡易書留郵便により試験センター登録部に提出してください。

届出の際の注意点

「資格登録失効届」にその理由を記入してください。、は合場いなきで納返てし失紛を」証録登士祉福護介「　 ア

「資格登録失効届」及び「介護福祉士登録証」の提出書類が確認された方に対しては、試験センター　 イ
理事長名による「資格登録消除通知書」を送付します。

提出方法及び提出先

・　封筒の大きさの指定はありません。
・　送付する際は、不着等の事故を防止するため、必ず「簡易書留」で郵送してください。
・　簡易書留の控えは、「資格登録消除通知書」を受け取るまで保管しておいてください。
・　簡易書留以外の方法で郵送し、不着等の事故が生じた場合には、試験センターでは責任を負いません。
・　書類の提出先（下記をコピーして点線を切り取り、郵送用ラベルとしてお使いください。）

〒１５０－０００２
東京都渋谷区渋谷１－５－６
（財）社会福祉振興・試験センター
 登録部

✂

●  介護福祉士登録の失効
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対象者

次の①、②のいずれかを紛失・汚損された方

①　「資格登録有効期限（変更）通知書」
②　「資格登録有効期限解除通知書」

提出書類

ア　「資格登録有効期限（変更）通知書等の再発行申請書」（22ページを切り取って使用してください。）
イ　登録証のコピー
ウ　返送先（郵便番号、住所、氏名、電話番号）を記入したレターパックプラス

届出の際の注意事項

資格登録有効期限（変更）通知書等の再発行は、は合場いなきで出提をーピコの証録登てし失紛を証録登　 ・
できません。別冊の「変更登録の手引」（７ページ）をご確認いただき、「登録証再交付申請」の手続きを行っ
てください。

限（変更）通知書等の再期効有録登格資、付交再の証録登、でみのき続手の」請申付交再証録登「、おな　 　
発行及び住所変更ができます。

の」届更変所住「、きだたい認確ごを）ジーペ９（」引手の録登更変「の冊別、は合場るあが更変みの所住　 ・
手続きを行ってください。
・　住民票等の提出、手数料の払い込みは不要です。
・　記載内容を修正する場合は、二重線を引き、余白に正しく書き直してください。

提出方法及び提出先

・　レターパックプラスを二つ折りにして入る大きさの封筒で郵送してください。
・　送付する際は、不着等の事故を防止するため、必ず「簡易書留」で郵送してください。
・　簡易書留の控えは、「資格登録有効期限（変更）通知書」等を受け取るまで保管しておいてください。
・　簡易書留以外の方法で郵送し、不着等の事故が生じた場合には、試験センターでは責任を負いません。
・　書類の提出先（下記をコピーして点線を切り取り、郵送用ラベルとしてお使いください。）

〒１５０－０００２
東京都渋谷区渋谷１－５－６
（財）社会福祉振興・試験センター
 登録部

✂

●  資格登録有効期限（変更）通知書等の再発行
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切

　
　
り

　
　
取

　
　
り

　
　
線

　
　

使用する
筆 記 具 ボールペン

資格登録有効期限（変更）通知書等の再発行申請書

（注）１　登録証を紛失した場合は、「登録証再交付申請」の手続きを行ってください。
 　　　  　なお、「登録証再交付申請」の手続きのみで、登録証の再交付、資格登録有効期限 

通知書等の再発行及び住所変更ができます。
 　　２　住所のみ変更がある場合は、「住所変更届」の手続きを行ってください。
 　　３　登録証に記載されている登録年月日、登録番号を正しく記入してください。
 　　４　再発行を希望する通知書に  チェックを記入してください。
 　　５　理由欄には、紛失または汚損  チェックと、その理由を必ず記入してください。
 　　６  　現住所は、都道府県、市区町村、字、番地、○○方またはマンション名・室番号等を

正しく記入してください。

・　登録証の
記載内容
をご記入
ください。

資　　　格 介　　護　　福　　祉　　士
登録年月日 □平　成　・　□令　和　　　　年　　　月　　　日
登 録 番 号 第　Ｅ－　　　　　　　　　　　号
フ リ ガ ナ

氏　　　名

生 年 月 日 □昭　和　・　□平　成　　　　年　　　月　　　日生

　再発行を希望する通知書 （注４）

□　資格登録有効期限（変更）通知書

□　資格登録有効期限解除通知書

　理　由 （注５）

□紛失　□汚損
（理由を記入）

公益財団法人社会福祉振興・試験センター理事長　様
記 入 日 令和　　　　年　　　　月　　　　日
郵便番号 〒　　　　－

現 住 所
（注6）

（注３）

氏　　名

固定電話 －　　　　　－ □固定電話なし
携帯電話 －　　　　　－ □携帯電話なし

（資格登録有効期限（変更）通知書等のみを紛失・汚損した場合に申請してください。）

都道
府県
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●　関係法令等

護介び及士祉福会社の後正改るよに定規の条５第）号12第律法年82成平（律法るす正改を部一の等法祉福会社　 １
福祉士法等の一部を改正する法律（平成19年法律第125号）附則

第６条の２　この法律の施行の日から令和９年３月31日までの間に社会福祉士及び介護福祉士法第40条第２項第一号から第三号ま 
でのいずれかに該当するに至った者（前条の規定により介護福祉士となる資格を有する者を除く。）は、新法第39条の規定にかかわ
らず、当該該当するに至った日（以下「要件該当日」という。）以後要件該当日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年
を経過する日（次項及び次条において「５年経過日」という。）までの間、介護福祉士となる資格を有する。

２　前項の規定により介護福祉士となる資格を有するものとされた者（５年経過日までの間に介護福祉士試験に合格した者を除く。
以下「要件該当者」という。）が受けた介護福祉士の登録は、当該要件該当者が５年経過日までの間に介護福祉士試験に合格しなかっ
たときは、５年経過日にその効力を失うものとする。

第６条の３　要件該当者であって、５年経過日までの間に介護福祉士の登録を受けたものが、要件該当日の属する年度の翌年度の４月
１日から５年経過日までの間継続して介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成23年法律第72号）
附則第13条第９項の規定により読み替えて適用する同法第５条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第２条第２項に
規定する介護等の業務に従事した場合には、新法第39条及び前条第２項の規定にかかわらず、５年経過日の翌日以後においても、
介護福祉士となる資格を有する。

第６条の４　要件該当者であって、附則第６条の２第１項の適用を受ける期間中に育児休業等（育児休業、介護休業等育児又は家族介
護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号）第２条第一号に規定する育児休業、同条第二号に規定する介護休業そ
の他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める休業をいう。）をしたものに対する前２条の規定の適用については、同項中「５
年を」とあるのは「５年に附則第６条の４に規定する育児休業等の期間（当該期間が５年を超えるときは、５年）を加えて得た期
間を」とし、前条中「から５年経過日までの間」とあるのは「から５年経過日までの間（次条に規定する育児休業等の期間を除く。）」
とする。

労生厚年82成平（令省るす関に等備整の令省係関省働労生厚う伴に行施の律法るす正改を部一の等法祉福会社　 ２
働省令第168号）第３条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令（平
成23年厚生労働省令第132号）附則第２条

（改正法附則第６条の４の厚生労働省令で定める休業）
第２条　社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第６条の４の厚生労働省令で定める休業は、次に掲げる休業とする。
一　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（次号において「育児・介護休業法」という。）第
２条第一号に規定する育児休業に後続する休業であって子の養育をするためにするもの
二　育児・介護休業法第２条第二号に規定する介護休業に後続する休業であって同条第四号に規定する対象家族を介護するために
するもの
三　災害、疾病その他やむを得ない理由による休業
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0240発援社日02月４年92成平（」ていつにい扱取の例特の得取格資るす対に者たし業卒を設施成養士祉福護介「　 ３
第４号厚生労働省社会・援護局長通知）

介護福祉士養成施設を卒業した者に対する資格取得の特例の取扱いについて
　平成29年度から平成33年度までの間に介護福祉士養成施設を卒業した者に対する資格取得の特例については、社会福祉法等の一部を
改正する法律（平成28年法律第21号）第５条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律（平成19年法律第
125号。以下「改正法」という。）附則第６条の２から第６条の４まで及び社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省 
関係省令の整備等に関する省令（平成28年厚生労働省令第168号）第３条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等 
の一部を改正する省令（平成23年厚生労働省令第132号。以下「改正省令」という。）附則第２条に定められたところであるが、その運用 
については次に示すとおりであるので、参考までに通知する。

記

１　介護等の業務の範囲
改正法附則第６条の３に定める介護等の業務の範囲については、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格

の認定に係る介護等の業務の範囲等について」（昭和63年２月12日社庶第29号厚生省社会局長、児童家庭局長通知。以下「局長通知」
という。）及び「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」（昭和
63年２月12日社庶第30号厚生省社会局庶務課長、児童家庭局企画課長通知）に定める介護等の業務の範囲とする。

２　業務従事期間の計算方法
改正法附則第６条の２第１項の規定により介護福祉士となる資格を有する者（以下「特例対象者」という。）が行った介護福祉士
の登録について、介護等の業務に従事した期間は、局長通知等に掲げる者として現に就労した日数により計算するものとし、局長通
知等に掲げる者であった期間が要件該当日の属する年度の翌年度の４月１日から連続して1,825日以上であり、かつ、当該期間の中
で介護等の業務に従事した期間が通算900日以上である場合に、改正法附則第６条の３に該当するものとし、これに満たない場合は、
改正法附則第６条の２第２項により、特例対象者が行った介護福祉士の登録は５年経過日にその効力を失うものとする。
ただし、改正法附則第６条の４に定める育児休業等をした者については、５年に当該育児休業等の期間（当該期間が５年を超える
ときは、５年）を加えて得た期間が経過するまでの間は、介護福祉士の登録は失効しない。

３　育児休業等の範囲
育児休業等の範囲については、改正法附則第６条の４及び改正省令附則第２条に定められているところであるが、災害、疾病その
他やむを得ない理由による休業については、以下の場合が該当するものであること。
ア　労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条第１項又は第２項の規定による休業（産前産後休業）をした場合
イ　業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した場合
ウ　事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業した場合
エ　倒産若しくは事業所の廃止に伴う離職又は解雇（自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。）による離職をした場合
オ　その他、やむを得ない理由によるものと認められる場合（個別認定）

４　業務従事期間等の認定方法
介護等の業務に従事していたことの認定は、局長通知の別添２の３に定める方法により厚生労働大臣（指定登録機関に登録事務を
行わせる場合にあっては、指定登録機関の長）が行う。この場合において、局長通知別記様式の「指定試験機関」は「指定登録機関」
と読み替えるとともに、「就業期間」の期間内に改正法附則第６条の４に定める育児休業等の期間が含まれる場合は、それが分かる
ように当該期間を再掲で記載するものとする。
また、改正法附則第６条の４に定める育児休業等をしていたことの認定は、特例対象者が提出する使用者又は施設、事業所等の長
が発行する証明書類その他当該休業を客観的に証明する書類に基づいて厚生労働大臣（指定登録機関に登録事務を行わせる場合に
あっては、指定登録機関の長）が行う。

」ていつに等囲範の務業の等護介る係に定認の格資験受の験試士祉福護介び及等囲範の務業るけおに設施定指「　 ４
（昭和63年２月12日社庶第29号厚生省社会局長、児童家庭局長通知）

別添２
介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等

１　介護等の業務の範囲
　　介護等の業務に従事したと認められる者は、次のとおりとする。
（１）児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する障害児通所支援事業を行う施設、児童発達支援センター及び障害児入所施設（障
がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するた
めの関係法律の整備に関する法律（平成22年法律第71号。以下「整備法」という。）第５条による改正前の児童福祉法に規定する
知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設を含む。）の入所者の保護に
直接従事する職員（職業指導員、心理指導担当職員、作業療法士、理学療法士、聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員並び
に医師、看護師その他医療法（昭和23年法律第205号）に規定する病院として必要な職員を除く。）

（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）附
則第41条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設
（障害者総合支援法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第29条に規定する身体障害者更 
生施設、同法第30条に規定する身体障害者療護施設及び同法第31条に規定する身体障害者授産施設に限る。）、障害者総合支援法に規 



26

定する地域活動支援センターを行う事業所又は障害者支援施設の従業者のうち、その主たる業務が介護等である者
（３）生活保護法（昭和25年法律第144号）に規定する救護施設及び更生施設の介護職員
（４）老人福祉法（昭和38年法律第133号）に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームの介護職員
（５）地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律（平成24年法律第51
号）第２条による改正前の障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち共同生活介護を行う事業者の従業者のうち、
その主たる業務が介護等である者

（６）障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、
短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業所の従業者のうち、その
主たる業務が介護等である者

（７）整備法第３条による改正前の障害者自立支援法に規定する児童デイサービスを行っている事業所の従業者のうち、その主たる業
務が介護等である者

（８）指定訪問介護（介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス（以下「指定居宅サービス」と
いう。）に該当する同法第８条第２項に規定する訪問介護をいう。）若しくは指定介護予防訪問介護（同法第53条第１項に規定する
指定介護予防サービス（以下「指定介護予防サービス」という。）に該当する地域における医療及び介護の総合的な確保を推進す
るための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。）第５条の規定による
改正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」という。）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護をいい、医療介護総合確保
推進法附則第11条又は第14条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされたものを含む。）又は第一号訪問事業（介護保
険法第115条の45第１項第１号イに規定する第一号訪問事業をいう。）の訪問介護員等

（９）指定訪問看護（指定居宅サービスに該当する介護保険法第８条第４項に規定する訪問看護をいう。）又は指定介護予防訪問看護（指 
定介護予防サービスに該当する介護保険法第８条の２第３項に規定する介護予防訪問看護をいう。）において看護業務の補助を行う者 
であって、その主たる業務が介護等の業務である者

（10）指定通所介護（指定居宅サービスに該当する介護保険法第８条第７項に規定する通所介護をいう。）若しくは指定地域密着型通所介 
護（指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。）若しくは指定介護予防通所 
介護（指定介護予防サービスに該当する旧介護保険法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護をいい、医療介護総合確保推進 
法附則第11条又は第14条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされたものを含む。）若しくは指定短期入所生活介護（指定 
居宅サービスに該当する介護保険法第８条第９項に規定する短期入所生活介護をいう。）若しくは指定介護予防短期入所生活介護（指 
定介護予防サービスに該当する同法第８条の２第７項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。）又は第一号通所事業（介護保険 
法第115条の45第１項第１号ロに規定する第一号通所事業をいう。）を行う施設（老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除 
く。）の介護職員

（11）指定訪問入浴介護（指定居宅サービスに該当する介護保険法第８条第３項に規定する訪問入浴介護をいう。）又は指定介護予防
訪問入浴介護（指定介護予防サービスに該当する同法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。）の介護職員

（12）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（介護保険法第42条の２に規定する指定地域密着型サービス（以下「指定地域密着型サー
ビス」という。）に該当する同法第８条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。）の訪問介護員等

（13）指定夜間対応型訪問介護（指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。）
の訪問介護員

（14）指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条第18項に規定する認知症対応型通所介護をい
う。）又は指定介護予防認知症対応型通所介護（同法第54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス（以下「指定
地域密着型介護予防サービス」という。）に該当する同法第８条の２第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。）を
行う施設（老人デイサービスセンターを除く。）の介護職員

（15）指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第８条の２第14項に規定
する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。）の介護従業者

（16）指定認知症対応型共同生活介護（指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条第20項に規定する認知症対応型共同生活
介護をいう。）又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護（指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第８条の２第15項
に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。）の介護従業者

（17）指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条第23項に規定する複合型サービスをい 
う。）の介護従業者

（18）指定通所リハビリテーション（指定居宅サービスに該当する介護保険法第８条第８項に規定する通所リハビリテーションをいう。） 
若しくは指定介護予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービスに該当する同法第８条の２第６項に規定する介護予防通所 
リハビリテーションをいう。）又は指定短期入所療養介護（指定居宅サービスに該当する同法第８条第10項に規定する短期入所療 
養介護をいう。）若しくは指定介護予防短期入所療養介護（指定介護予防サービスに該当する同法第８条の２第８項に規定する介 
護予防短期入所療養介護をいう。）を行う施設の介護職員

（19）指定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービスに該当する介護保険法第８条第11項に規定する特定施設入居者生活介護をい
う。）、指定地域密着型特定施設入居者生活介護（指定地域密着型サービスに該当する同法第８条第21項に規定する地域密着型特定
施設入居者生活介護をいう。）又は指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービスに該当する同法第８条の２第９
項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。）を行う施設の介護職員

（20）指定介護老人福祉施設（指定施設サービス等に該当する介護保険法第８条第27項に規定する介護老人福祉施設をいう。）又は指
定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービスに該当する同法第８条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を
いう。）（特別養護老人ホームを除く。）の介護職員

（21）老人福祉法に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム並びに介護保険法に規定する介護老人保健施設その
他の施設であって、入所者のうちに身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものの職員
のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

（22）高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅の職員のうち、 
その主たる業務が介護等の業務である者

（23）健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものと
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された同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第１項に規定する指定介護療養型医療施設であって、同法第８条第26項
に規定する療養病床等により構成される病棟又は診療所（以下「病棟等」という。）における介護職員等その主たる業務が介護等
の業務である者

（24）介護保険法第８条第29項に規定する介護医療院における介護職員等その主たる業務が介護等の業務である者
（25）老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準（平成６年３月厚生省告示第72号）別表第１（老人医科診療
報酬点数表）において定められた病棟等のうち、介護力を強化したもの（同告示に基づき、都道府県知事に対し、「老人病棟老人
入院基本料（１から４）」、「老人性認知症疾患療養病棟入院料」又は「診療所老人医療管理料」の届出を行った病棟等をいう。）に
おいて看護の補助の業務に従事する者であって、その主たる業務が介護等の業務である者

（26）医療法第１条の５に規定する病院又は診療所において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務で
ある者

（27）健康保険法（大正11年法律第70号）第88条第１項に規定する訪問看護事業において看護の補助の業務に従事する者のうち、その
主たる業務が介護等の業務である者

（28）ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（平成20年法律第82号）第２条第２項に規定する国立ハンセン病療養所等における介
　　護員等その主たる業務が介護等の業務である者
（29）職業安定法施行規則（昭和22年労働省令第12号）附則第４項に規定する家政婦のうち、個人の家庭において就業し、その主たる
業務が介護等の業務である者

（30）労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）第29条第１項第２号に基づき設置された労災特別介護施設の介護職員
（31）「重症心身障害児（者）通園事業の実施について」（平成15年11月10日付け障発第1110001号）別紙（重症心身障害児（者）通園
事業実施要綱）に基づく「重症心身障害児（者）通園事業」を行っている施設の入所者の保護に直接従事する職員（施設長、医師、
看護師及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。）

（32）「在宅重度障害者通所援護事業について」（昭和62年８月６日付け社更第185号）別添（在宅重度障害者通所援護事業実施要綱）に 
基づく「在宅重度障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

）綱要施実業事護援所通者害障的知（添別）号76第児け付日11月４年45和昭（」ていつに助補庫国の費成助業事護援所通者害障的知「）33（  
に基づく「知的障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

（34）「「地域生活支援事業の実施について」の一部改正について」（平成26年３月31日付け障発0331第１号）による改正前の「地域生
活支援事業の実施について」（平成18年８月１日付け障発第0801002号）別紙１（地域生活支援事業実施要綱）別記11（３）に基づ
く「身体障害者自立支援」又は別記11（７）に基づく「生活サポート」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等
の業務である者

（35）「地域生活支援事業の実施について」別紙１（地域生活支援事業実施要綱）別記１－９に基づく「移動支援事業」、別記１－11（４）
に基づく「日中一時支援」又は別記１－14（２）に基づく「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を行っている施設の職員のうち、
その主たる業務が介護等の業務である者及び別記１－11（２）に基づく「訪問入浴サービス」の介護職員

（36）「地域福祉センターの設置運営について」（平成６年６月23日付け社援地第74号）別紙（地域福祉センター設置運営要綱）に基づ
く地域福祉センターの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

（37）「原子爆弾被爆者養護ホーム入所委託要綱及び原子爆弾被爆者養護ホームの運営に関する基準について」（昭和63年12月13日付け
健医発第1414号）に基づく原子爆弾被爆者養護ホームの介護職員

（38）「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者デイサービス事業の実施について」（平成５年７月15日付け健医発第765号）
に基づく「原子爆弾被爆者デイサービス事業」又は「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者ショートステイ事業の実施 
について」（平成５年７月15日付け健医発第766号）に基づく「原子爆弾被爆者ショートステイ事業」を行っている施設の介護職員

（39）「原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業について」（昭和50年９月19日付け衛発第547号）別添（原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業運営要綱）
に基づく「原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業」の原爆被爆者家庭奉仕員

（40）介護等の便宜を供与する事業を行う者に使用される者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
２　業務従事期間の計算方法

）１（の１、しとのもるす算計てし算通を間期たし事従に現てしと者るげ掲にでま）04（らか）１（の１、は間期たし事従に務業の等護介　 　
から（40）までに掲げる者であった期間が通算1095日以上であり、かつ、介護等の業務に現に就労した日数が540日以上である場合に、
社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第40条第２項第５号に該当するものとする。ただし、同法附則第２条各号に該
当する者については、１の（１）から（40）までに掲げる者であった期間が通算273日以上であり、かつ、介護等の業務に現に就労
した日数が135日以上とする。
３　業務従事期間の認定方法

、はていつに間期たっあで者るげ掲にでま）04（らか）03（び及でま）82（らか）１（の１、は定認のとこたいてし事従に務業の等護介　 　  
使用者又は施設、事業所等の長、１の（29）に掲げる者であった期間については、使用者又は有料職業紹介所の所長が発行する介護 
業務従事期間証明書（別記様式）に基づいて厚生労働大臣（試験事務を指定試験機関に行わせる場合にあっては、指定試験機関の長） 
が行う。
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」ていつに等囲範の務業の等護介る係に定認の格資験受の験試士祉福護介び及等囲範の務業るけおに設施定指「　 ５
（昭和63年２月12日社庶第30号厚生省社会局庶務課長、児童家庭局企画課長通知）

１　業務従事期間の認定
在現、期時たいてし事従、はていつに者るす有を間期たいてし事従に務業の等護介は又務業の助援談相るす関に祉福ていおに去過　 　

の職業等を問わず、当該従事していた期間について業務経験を認定するものであること。
。とこるすとのもすなみとのもたし務勤日１、もてっあで合場い短が間時務勤の日１、はてった当に定認の間期事従務業、おな　 　

２　（略）
３　介護等の業務の範囲
（１）局長通知別添２の１に掲げる者には、次の①から③までに掲げる者（③については介護等の業務を従事している期間に限る。）が 
含まれること。
①　介護等の業務を行うことが業務分掌上明確になっている生活支援員等及び施設又は事業の最低基準等に定める名称以外の名称 
の職員（介助員等、介護等の業務が本来業務として明確に位置付けられている者が含まれる。）であって、その主たる業務が介 
護等の業務であるもの
②　当該施設又は事業における介護等の業務以外の業務を兼務している職員（そのことが辞令により明確になっている職員に限
る。）であってその主たる業務が介護等の業務であるもの
③　当該施設又は事業所の長であって介護等の業務を兼務しているもの

（２）局長通知別添２の１の（１）に掲げる者には、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の６の委託（肢体不自由のある児童
又は重症心身障害児に係るものに限る。）又は同法第27条第２項の委託を受けた施設の保育士及び看護補助者が含まれること。
　また、局長通知別添２の１の（１）及び（31）に掲げる者には、介護等の業務を行うことが業務分掌上明確になっている児童指 
導員であって、その主たる業務が介護等の業務であるものが含まれること。

（３）局長通知別添２の１の（２）に掲げる者には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第
123号。以下「障害者総合支援法」という。）附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同
条に規定する精神障害者社会復帰施設（障害者総合支援法附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律（昭和25年法律第123号）第50条の２第１項第１号に規定する精神障害者生活訓練施設、同項第２号に規定する精神障害者授
産施設及び同項第４号に規定する精神障害者福祉工場をいう。）、障害者総合支援法附則第58条第１項の規定によりなお従前の例に
より運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設（障害者総合支援法附則第52条の規定による改正前
の知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第21条の６に規定する知的障害者更生施設、同法第21条の７に規定する知的障害者授
産施設及び同法第21条の８に規定する知的障害者通勤寮をいう。）、「身体障害者福祉工場の設備及び運営について」（昭和47年７月
22日付け社更第128号）別紙（身体障害者福祉工場設置要綱）に規定する身体障害者福祉工場、「知的障害者福祉工場の設置及び運
営について」（昭和60年５月21日付け厚生省発児第104号）別紙（知的障害者福祉工場設置運営要綱）に規定する知的障害者福祉工場、 
障害者総合支援法第５条第28項に規定する福祉ホーム及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成14年法律
第167号）の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設又は隣保館（「隣保館の設置及び運営
について」（平成14年８月29日付け厚生労働省発社援第0829002号）別紙１（隣保館デイサービス事業実施要領）に基づく隣保館デ
イサービス事業を行っているものに限る。）の職員であって主たる業務が介護等の業務であるものが含まれること。

（４）局長通知別添２の１の（８）の第一号訪問事業及び同（10）の第一号通所事業は、介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号） 
第140条の63の６第１号イに規定する基準に従って事業を実施するものであって、介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の
45の３第１項の指定を受けたものに限られること。

（５）局長通知別添２の１の（９）、（23）、（25）から（27）までに掲げる者には、空床時のベッドメーキングや検体の運搬などの間接
的な業務のみに従事している者は含まれないこと。

（６）局長通知別添２の１の（40）の「介護等の便宜を供与する事業」は、局長通知に掲げるものを除き、次のような事業であること。
ア　地方公共団体が定める条例、実施要綱等に基づいて行われる事業であって、介護等の業務を行っているもの
イ　介護保険法（平成９年法律第123号）第42条第１項第２号に規定する基準該当居宅サービス（以下「基準該当居宅サービス」と 
いう。）又は同法第54条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービス（以下「基準該当介護予防サービス」という。）を行
う事業
ウ　障害者総合支援法第30条第１項第２号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業
エ　社会福祉協議会、福祉公社、消費生活協同組合、農業協同組合、特定非営利活動法人等非営利法人が実施する事業（これらの
法人から当該事業の実施について委託を受けた者によって実施される場合を含む。）であって、介護保険法第41条第１項に規定
する指定居宅サービス若しくは同法第42条第１項第２号に規定する基準該当居宅サービス、同法第42条の２第１項に規定する指
定地域密着型サービス、同法第53条第１項に規定する指定介護予防サービス若しくは同法第54条第１項第２号に規定する基準該
当介護予防サービス、同法第54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス若しくは第一号訪問事業（介護保険法
第115条の45第１項第１号イに規定する第一号訪問事業（介護保険法施行規則第140条の63の６第１項イ又はロに規定する基準に
従って事業を実施するものであって、介護保険法第115条の45の３第１項の指定を受けたものに限る。）をいう。）又は第一号通所
事業（同法第115条の45第１項第１号ロに規定する第一号通所事業（介護保険法施行規則第140条の63の６第１項イ又はロに規定
する基準に従って事業を実施するものであって、介護保険法第115条の45の３第１項の指定を受けたものに限る。）をいう。）に
準ずるもの
オ　社会福祉協議会、福祉公社、消費生活協同組合、農業協同組合、特定非営利活動法人等非営利法人が実施する事業（これらの法人 
から当該事業の実施について委託を受けた者によって実施される場合を含む。）であって、障害福祉サービス事業に準ずるもの

（７）社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の非営利法人等（営利法人を除く。）について、介護保険法により指定居宅サービス
事業者又は基準該当居宅サービス事業者の指定又は認定を受けている、又は受けることが確実な場合であって、同法による指定居
宅サービス又は基準該当居宅サービスを実施する前（法人格取得前の期間を含む。）からこれらと同等の事業を継続的に実施して
いるときは、当該事業に従事した期間を、介護福祉士試験の受験資格の認定に必要な実務経験期間に算入できること。

（８）社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の非営利法人等（営利法人を除く。）について、介護保険法により指定地域密着型サービ 
ス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは基準該当介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の
指定又は認定を受けている、又は受けることが確実な場合であって、同法第42条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス、同 
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第54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービスを実施する前（法人格取得前の期間を含む。平成18年４月１日以後に 
限る。）にこれらと同等の事業を継続的に実施しているときは、当該事業に従事した期間を、介護福祉士試験の受験資格の認定に
必要な実務経験期間に算入できること。

法第53条第１項に規定する指定介護予防サービス若しくは同法第54条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービス又は同法

（９）社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の非営利法人等（営利法人を除く。）について、障害者総合支援法により指定障害福祉サー 
ビス事業者又は基準該当障害福祉サービス事業者の指定又は認定を受けている、又は受けることが確実な場合であって、障害者総
合支援法による指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを実施する前（法人格取得前の期間を含む。）からこれらと
同等の事業を継続的に実施しているときは、当該事業に従事した期間を、介護福祉士試験の受験資格の認定に必要な実務経験期間
に算入できること。

（10）社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の非営利法人等（営利法人を除く。）について、介護保険法により介護予防・日常生
活支援総合事業の指定又は委託を受けている、又は受けることが確実な場合であって、同法第115条の45第１項に規定する介護予防・
日常生活支援総合事業を実施する前（法人格取得前の期間を含む。平成27年４月１日以後に限る。）にこれらと同等の事業を継続
的に実施しているときは、当該事業に従事した期間を、介護福祉士試験の受験資格の認定に必要な実務経験期間に算入できること。

（11）身体障害者小規模通所授産施設又は知的障害者小規模通所授産施設を経営する者について、平成12年12月１日前からこれらと同
等の施設を継続的に経営している場合は、平成12年12月１日前において当該施設に従事した期間を、介護福祉士試験の受験資格の
認定に必要な実務経験期間に算入できること。

（12）局長通知別添２の１の（35）に掲げる者には、「地域生活支援事業実施要綱の一部改正について」（平成19年６月18日付け障発第
0618001号）による改正前の「地域生活支援事業の実施について」（平成18年８月１日付け障発0801002号）の別紙１（地域生活支
援事業実施要綱）別記６（12）に基づく「経過的デイサービス事業」を行っていた施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の
業務であるものが含まれること。





令和５年３月作成 

公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
〒１５０―０００２　東京都渋谷区渋谷１－５－６
（試験・登録案内専用電話） 　０３（３４８６）７５５９（音声案内）
（登　録　部　電　話） 　０３（３４８６）７５１１（平日9：30～17：00）
（ホ　ー　ム　ペ　ー　ジ） 　https://www.sssc.or.jp/

○　詳細はホームページに掲載しています。
　　https://www.sssc.or.jp/privacy/

○　試験センターは、事前にご本人の同意を得ている場合や法令等に
基づき許容される範囲を除き、個人情報を第三者に提供することは
ありません。
　なお、試験センターの業務を円滑に遂行するため、ご利用者の個
人情報の取扱いを委託業者に委託する場合があります。この場合、
個人情報の安全管理対策を講じている事業者を選定し、かつ、守秘
義務に関する条項を含む契約等を締結します。また、取扱・管理が
十分であるか確認・指導し、個人情報の保護に努めます。

個人情報の保護

○　公益財団法人社会福祉振興・試験センター（以下「試験センター」
という。）は、社会福祉の振興発展に寄与することを目的とする 
公益法人として、個人情報保護の重要性を十分に認識し、「個人情報
の保護に関する法律」（平成15年法律第57号）をはじめ、関連法令、
ガイドライン等を遵守して、保有する個人情報の保護につき、適正
に取り扱うとともに、安全管理に的確な措置を講じています。

○　試験センターが保有する個人情報は、登録事務並びに登録者情報
の正確性の確保及び福祉介護人材の動向の把握等に寄与するために
実施する登録者現況調査及び就労状況調査の調査票の発送及び利用
目的を特定して試験センターが行う業務を遂行するために使用する
ものであり、法令に定める場合を除き、他の目的への利用及び第三
者に提供することはありません。

　　なお、試験センターにいただいたお電話については、適切な対応
をさせていただくため、録音する場合があります。


